
 
 

深谷市最低制限価格制度取扱要綱 

（令和４年３月２２日市長決裁） 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の１０第２項（第１６７条の１３の規定により準用する場合を含

む。）の規定により最低制限価格を設けることに関し、必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「最低制限比較価格」とは、最低制限価格から

１１０分の１００を乗じて得た額とする。 

２ この要綱において「入札書比較価格」とは、予定価格から１１０分の

１００を乗じて得た額とする。 

 （対象となる競争入札） 

第３条 最低制限価格を設ける競争入札は、次に掲げる契約（建設工事の

請負は、設計金額が１３０万円を超えるもの、設計・調査・測量の委託

及び第３号に掲げる委託は、設計金額が５０万円を超えるものに限る。）

に係る競争入札とする。ただし、深谷市建設工事低入札価格取扱要綱

（平成１８年深谷市訓令第９７号）第３条又は深谷市変動型最低制限価

格制度試行実施要綱第３条の規定が適用される競争入札を除く。 

 （１） 建設工事の請負 

（２） 設計・調査・測量の委託 

（３） 前２号に掲げるもののほか、次に掲げる業務の委託 

  ア 建物管理業務委託 

イ 建物清掃業務委託 

ウ 警備業務委託 

エ 公園等総合維持管理業務委託 

オ 廃棄物収集運搬業務委託 



 
 

カ その他労務単価の積上げが主となる業務委託 

（建設工事に係る最低制限比較価格の算定） 

第４条 建設工事に係る最低制限比較価格は、入札書比較価格算出の基礎

となった次の各号に掲げる額の合計額（その額に１，０００円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。ただし、当該額が

入札書比較価格の１０分の９．２を乗じて得た額を超える場合にあって

は１０分の９．２を乗じた額とし、入札書比較価格の１０分の７．５を

乗じて得た額に満たない場合にあっては１０分の７．５を乗じて得た額

とする。 

（１） 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

（２） 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

（３） 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 

（４） 一般管理費の額に１０分の６．８を乗じて得た額 

２ 工事の性質上、前項の計算式によりがたい特別なものについては、前

項の計算式にかかわらず、市長が定めた最低制限比較価格の額とするこ

とができる。 

（設計・調査・測量の委託等の最低制限比較価格の算定） 

第５条 設計・調査・測量の委託等の最低制限比較価格は、入札書比較価

格に１００分の８０を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

２ 業務の性質上、前項の計算式によりがたい特別なものについては、前

項の計算式にかかわらず、市長が定めた最低制限比較価格の額とするこ

とができる。 

（入札参加者への周知） 

第６条 最低制限価格制度を適用する場合は、一般競争入札にあっては、

入札の公告において、指名競争入札にあっては指名通知書において、最

低制限価格を設定している旨を明示するものとする。 



 
 

 （落札者の決定） 

第７条 最低制限価格を下回る価格をもって入札をした者は失格とし、予

定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者（同額の入札

をした者が２人以上あるときは、くじ引きにより決定した者）を落札者

とする。 

   附 則 

  この要綱は、平成２２年１０月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成２５年６月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月３０日市長決裁） 

  この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年３月２４日市長決裁） 

  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月２６日市長決裁） 

  この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

   附 則（令和２年３月２４日市長決裁） 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２３日市長決裁） 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



 
 

附 則（令和４年３月２２日市長決裁） 

  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 


